
 

 

 

香川県条例第31号 

   附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例の一部を改正する条例 

 附属機関を構成する委員その他の構成員の報酬等に関する条例（昭和32年香川県条例第43号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

  

（報酬） （報酬） 

第２条 略 第２条 委員等が招集に応じて会議に出席し又は職務のため旅行したときは、

別表に掲げる額の報酬を支給する。ただし、県の職員が委員等を兼ねる場

合には支給しない。 

  

（費用弁償） （費用弁償） 

第３条 略 第３条 委員等が招集に応じ又は職務のため旅行したときは、費用弁償とし

て別表に掲げる額の旅費を支給する。ただし、公務員であって委員等を兼

ねる者の旅費については、その者が公務員として受ける額に相当する額と

する。 

  

別表（第２条、第３条関係） 別表（第２条、第３条関係） 

１ 略 １ 略 

２ 教育委員会の附属機関 ２ 教育委員会の附属機関 

 名称 報酬 費用弁償   名称 報酬 費用弁償  

 略     略    

 香川県生涯学

習審議会 

略    香川県生涯学

習審議会 

略   

        

 香川県教育職

員免許状再授

与審査会 

委員     日額 9,200円 委員   ６級       

  

   附 則 

 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 


